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仙北市公告 第 ５４ 号 

 

 

人事行政の運営等の状況について 

 

 仙北市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１７年仙北市条例第１４号）

の規定に基づき、仙北市職員の給与や職員数の状況等について公表します。 

 

  令和７年１１月２５日 

 

仙北市長  田 口 知 明     

 

 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

 (１) 職員の採用・退職の状況      （令和６年４月１日～令和７年４月１日） 

R6.4.1現在 退職者数 採用者数 R7.4.1現在 

 796 人 51 人 50 人 795 人 

※ 採用者については、令和６年４月２日から令和７年４月１日。 

 

 (２) 部門別職員の状況と増減数 

部門 
職員数 

増減数 
R6.4.1現在 R7.4.1現在 

一般行政部門 287 人 294 人 7 人 

特別行政部門（教育） 56 人 53 人 ▲ 3 人 

公営企業等部門（病院、水道等） 322 人 318 人 ▲  4 人 

会計年度任用職員 131 人 130 人 ▲  1 人 

計 796 人 795 人 ▲  1 人 

※ 会計年度任用職員はフルタイムのみの人数です。 

 

２ 職員の給与の状況 

 (１) 人件費の状況       （令和６年度普通会計決算統計より） 

住民基本台帳人口（R7.1.1現在） 22,859 人  

歳出額（Ａ） 24,793,447 千円 

人件費（Ｂ） 3,603,098 千円 

人件費率（Ｂ／Ａ） 14.5 ％  

（参考）令和５年度の人件費率 14.9 ％  
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(２) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況    （R7.4.1現在） 

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

一般行政職 42 歳  5 月 314,397 円 380,071 円 

技能労務職 47 歳  8 月 281,644 円 314,220 円 

   ※ 「平均給料月額」とは、４月１日現在における職種ごとの基本給の平均です。 

   ※ 「平均給与月額」とは、給料月額と扶養手当、住居手当、時間外勤務手当など

の諸手当の合計額の平均です。 

 

 (３) 職員の初任給の状況                    （R7.4.1現在） 

区   分 初 任 給 ２年後の給料 

一般行政職 
大 学 卒 221,562 円 230,525 円 

高 校 卒 189,334 円 200,815 円 

 

 (４) 一般行政職の級別職員数の状況               （R7.4.1現在） 

区 分 ７級 ６級 ５級 ４級 ３級 ２級 １級 

計 標準的 

職務内容 
部長等 次長等 課長等 

課長 

補佐等 

係長、 

主査等 
主任等 主事等 

職員数 10 人 13 人 50 人 37 人 34 人 44 人 53 人 241 人 

構成比 4.1％ 5.4％ 20.7％ 15.4％ 14.1％ 18.3％ 22.0％ 100 ％ 

※端数処理のため、構成比の合計が100とはならない場合があります。 

 (５) 諸手当の状況 

  ① 期末・勤勉手当                      （R7.4.1現在） 

区   分 期末手当 勤勉手当 

支給割合 

６月支給 1.250 月  1.050 月 

12月支給 1.250 月  1.050 月 

合  計 2.500 月  2.100 月 

   ※ 職務の級により加算措置があります。 

 

  ② 退職手当                         （R7.4.1現在） 

区分 
退職事由 

自己都合 定年・応募認定 

支給割合 

勤続20年 19.6695 月分 24.586875 月分 

勤続25年 28.0395 月分 33.27075 月分 

勤続30年 34.7355 月分 40.80375 月分 

最高限度額 47.709 月分 47.709 月分 

１人当たり平均支給額 12,545 千円 

   ※ １人当たり平均支給額は、一般行政職の令和６年度の額です。 
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  ③ 扶養手当・通勤手当・住居手当・管理職手当         （R7.4.1現在） 

手当名 区分 支給額 

扶養手当 

配偶者 3,000 円 

子１人につき 11,500 円 

それ以外の扶養親族１人につき 6,500 円 

16歳から22歳までの子１人につき 5,000円加算 

通勤手当 
交通機関利用 支給限度額  55,000 円 

自動車等利用 支給限度額  31,600 円 

住居手当 借家・借間 支給限度額  27,000 円 

管理職手当 

部長級 35,000 円 

次長級 25,000 円 

課長級 20,000 円 

参事 17,000 円 

 

 (６) 特別職の報酬等の状況                   （R7.4.1現在） 

区分 給料・報酬 月額 期末手当 

給料 
市 長 850,000 円 ６月期  1.675 月分 

12月期  1.675 月分 

計  3.350 月分 副市長 638,000 円 

報酬 

議 長 375,000 円      ６月期  1.650 月分 

12月期  1.650 月分 

計  3.300 月分 

副議長 328,000 円      

議 員 312,000 円      

 

 

３ 人事評価の状況 

区  分 勤 務 成 績 の 評 定 の 概 要 

仙北市職員 

職員人事評価制度 

対  象：全ての一般職の職員 

評 価 者：直属の上司を１次評価者、さらにその上司を２次評価者とす

る。 

評価期間：能力評価 令和６年４月１日～令和７年３月31日 

     業績評価 令和６年４月１日～令和７年３月31日 

評価方法：能力評価及び業績評価について、役職段階別に評価要素を定

め５段階評価を行う。 
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４ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

 (１) 勤務時間 

１週間の正規 

の勤務時間 

１日の正規 

の勤務時間 
開始時刻 終了時刻 休憩時間 

38 時間 45 分 7 時間 45 分 8 時 30 分 17 時 15 分 １ 時間 

  ※ 変則的な勤務を要しない職員の勤務時間等です。 

 

 

 (２) 年次有給休暇の取得状況       （令和６年１月１日～令和６年12月31日） 

総付与日数 総取得日数 全対象職員数 平均取得日数 消化率 

25,110 日 8,706 日 676 人 12.9 日 34.7 ％ 

 

会計年度任用職員（フルタイム）  （令和６年４月１日～令和７年３月31日） 

総付与日数 総取得日数 全対象職員数 平均取得日数 消化率 

3,452 日 1,261 日 113 人 11.2 日 36.5 ％ 

 

 

 (３) 主な特別休暇 

休暇の種類 内容 

ボランティア休暇 
自発的に、報酬を得ないで社会に貢献する特定の活動を行う場

合で、勤務しないことが相当であるとき （５日以内） 

結婚休暇 職員が結婚する場合 （連続する５日以内） 

出産休暇 女性職員が出産する場合 （産前８週間及び産後８週間） 

配偶者出産休暇 妻の出産に伴い入院の付き添い等をする場合 （２日以内） 

家族看護等休暇 

職員が家族の看護や家族が予防接種、健康診査若しくは健康診

断を受ける際に介助する場合。学校の休業等に伴う家族の世話

をする場合や家族の教育等に係る行事に参加する場合。 

（６日（家族が２人以上の場合は12日）以内） 

服忌休暇 

職員の親族が死亡した場合葬儀、服喪等のため勤務しないこと 

が相当であると認められるとき （親族区分により定める日数。 

最高で７日） 

リフレッシュ休暇 心身の健康の維持・増進等 （連続する５日以内） 

 

 

 (４) 介護休暇、修学部分休業、高齢者部分休業の取得状況      （令和６年度） 

介護休暇取得者数 修学部分休業取得者数 高齢者部分休業取得者数 

0人 0 人 0 人 
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５ 職員の休業の状況 

(１) 育児休業の取得状況                     （令和６年度） 

区 分 
育児休業 部分休業 

取得者数 取得可能者数 取得者数 取得率 

男性職員  10 人 6 人 60.0 ％ 0 人 

女性職員  14 人 13 人 92.9 ％ 5 人 

計  24 人 19 人 79.2 ％ 5 人 

  ※「取得可能者数」とは、令和６年度に新たに育児休業が取得可能となった者の人数

です。 

  ※「取得者数」とは、令和６年度に新たに育児休業が取得可能となった者のうち、令

和６年度に新たに育児休業を取得した者の人数です。 

  ※ 「部分休業取得者数」とは、令和６年度に新たに部分休業を取得した者の人数です。 

  

(２) 自己啓発等休業、配偶者同行休業の取得状況  （令和６年度） 

自己啓発等休業取得者数 配偶者同行休業取得者数 

0 人 0 人 

 

 

６ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

 (１) 分限処分者数                        （令和６年度） 

区   分 降任 免職 休職 降格 計 

勤務実績がよくない場合 - - - - - 

心身の故障の場合 - - - - - 

職に必要な的確性を欠く場合 - - - - - 

職制、定数の改廃、予算の減少 

により廃職、過員が生じた場合 
- - - - - 

刑事事件に関し起訴された場合 - - - - - 

計 - - - - - 

 

 (２) 懲戒処分の状況                       （令和６年度） 

区   分 戒告 減給 停職 免職 計 

給与・任用に関する不正 - - - - - 

一般服務違反 - - - - - 

一般非行 - - - - - 

収賄等 - - - - - 

道路交通法違反（職務執行外） - - - 1 1 

監督責任 - - - - - 

計 - - - 1 1 
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７ 退職管理の状況 

 (１) 再就職情報の届出 

   課長級以上の職員であった者は、退職後２年間のうちに再就職した場合、離職時の 

任命権者に対し再就職情報を届出しなければなりません。 

 

(２) 職員（課長級以上）の再就職の状況             （R7.4.1現在） 

退職者数 

（退職後２年以内） 

うち再就職者数 

再任用職員 民間企業等 

12 人 7 人 1 人 

 

 

８ 職員の研修の状況                       （令和６年度） 

研修名 実施機関 受講職員数 

新規採用職員研修 市長会（秋田県自治研修所）  20 人 

市町村職員一般研修（職階別、

政策法務、クレーム対応等） 

市長会、町村会、県・市町村合同 

（秋田県自治研修所） 
 47 人 

政策実務系研修 全国市町村国際文化研究所等   0 人 

市町村職員実務研修 秋田県企画振興部市町村課等   6 人 

市独自研修 総務部総務課等  604 人 

その他一般研修 秋田県市町村振興協会等  72 人 

 

 

９ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

 (１) 健康診断の実績    （令和６年度） 

区分 受診職員数 

定期健康診断 556 人 

人間ドック 232 人 

脳ドック 14 人 

 

 (２) 公務災害の発生状況            （令和６年度） 

区分 
発生件数 

傷病 死亡 

公務災害 7 件 0 件 

通勤災害 1 件 0 件 

 

10 公平委員会の事務に係る業務状況の報告（秋田県人事委員会） 

 (１) 勤務条件に関する措置要求の状況・・・・・該当ありません。 

 (２) 不利益処分に関する不服申立ての状況・・・該当ありません。 


